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上
下
水
道
部
で
は
、
市
民

の
み
な
さ
ん
に
安
全
な
水
道

水
を
お
使
い
い
た
だ
く
た
め

に
、
水
道
法
に
基
づ
い
た
水

質
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

1
8
年
度
に
実
施
し
た
水
質
基

準
項
目
検
査
お
よ
び
水
質
管

理
目
標
設
定
項
目
検
査
の
結

果
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
（
水
質
管
理
目
標
設
定
項

目
検
査
結
果
は
、
2
面
を
ご

覧
く
だ
さ
い
）
。
ま
た
、
水
質

検
査
計
画
を
毎
年
作
成
し
公

表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び

「
平
成
1
9
年
度
水
質
検
査
計

画
」
を
策
定
し
公
表
し
ま
し

た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
水
質
基
準
項
目

水
道
法
の
規
定
に
よ
り
、

水
道
か
ら
供
給
さ
れ
る
水
は
、

水
質
基
準
5
0
項
目
に
適
合
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。平

成
1
8
年
度
に
実
施
し
た

検
査
結
果
か
ら
、
城
陽
市
の

水
道
水
は
、
す
べ
て
水
質
基

準
に
合
格
し
た
良
質
な
も
の

で
し
た
。

◇
水
質
管
理
目
標

設
定
項
目

水
道
法
に
お
い
て
必
須
の

検
査
項
目
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
将
来
に
わ
た
り
水
道
水

の
安
全
性
の
確
保
な
ど
に
万

全
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

水
源
お
よ
び
浄
水
処
理
に
お

け
る
監
視
の
た
め
に
検
査
を

行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

市
で
は
、
さ
ら
な
る
安
全

性
を
確
保
す
る
た
め
、
水
質

管
理
目
標
設
定
項
目
の
う
ち

農
薬
類
に
つ
い
て
は
、
リ
ス

ト
の
1
0
1
境
目
す
べ
て
を
検
査

し
た
り
、
浄
水
処
理
の
工
程

管
理
に
お
い
て
も
、
年
間
瓢

検
体
に
も
お
よ
ぷ
水
質
検
査

を
実
施
す
る
な
ど
、
厳
し
い

水
質
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
平
成
柑
年
度
水
嘗
鹸
蛮
計
画
」
を

蹟
定
し
ま
し
た

3
月
ｎ
目
付
の
　
「
広
報
じ

ょ
う
よ
う
」
で
も
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
上
下
水
道
部

で
は
、
「
平
成
1
9
年
度
水
質
検

査
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

本
計
画
書
　
（
全
文
）
　
は
、

市
役
所
、
市
立
図
書
館
の
行

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
お
よ
び
上

下
水
道
部
窓
口
で
閲
覧
で
き

ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

「
平
成
1
9
年
度
水
質
検
査

計
画
」
　
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
基
本
方
針

②
水
道
事
業
の
概
要

③
水
源
の
状
況
並
び
に
原
水
、

浄
水
の
水
質
状
況

④
採
水
地
点
、
検
査
項
目
、

検
査
頻
度
及
び
そ
の
理
由

⑤
水
質
検
査
方
法

⑥
臨
時
の
水
質
検
査

⑦
水
質
検
査
計
画
及
び
検
査

結
果
の
公
表

⑧
そ
の
他
、
留
意
事
項

こ
の
計
画
は
、
水
質
検
査

を
行
う
地
点
、
項
目
、
頻
度
、

方
法
、
そ
の
結
果
な
ど
を
示

し
た
も
の
で
す
。

上
下
水
道
部
で
は
、
よ
り

一
層
の
安
全
・
安
心
を
み
な

さ
ん
に
お
届
け
で
き
る
よ
う
、

水
質
検
査
計
画
を
毎
年
、
作

成
し
公
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
水
質
検
査
計
画
に
つ

い
て
は
、
毎
年
、
見
直
し
を

行
い
、
状
況
に
応
じ
て
改
定

し
ま
す
。

市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の

声
を
水
質
検
査
計
画
に
反
映

さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

水
質
検
査
計
画
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
工
務
課

更

5

2

）

2

4

4
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へ

題警慧
て

志＼水道水の安全を

平成18年度水質基準項目検査結果
（平成18年7月採水：浄水4検体、給水栓水4検体）
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賃
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鰯 増 鰯 ｉ‾臨

1 一 般 細 菌 1 0 0 個 ／ｎｌｌ以 下 ‾ ‘‘検 出 せ ず 検 出 せ ず 検 出 せ ず

2 大 腸 菌 ： ’ 検 出 さ れ な い こ と 検 出 せ ず 検 出 せ ず 検 出 せ ず

3 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0 ．0 1ｍｇ／1 以 下 ． 0．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0．0 0 0 5 ＩＩｌｇ／1 以 下 0．㈹ 0 0 5 未 満 0．0 0 0 0 5 未 満 0 ．0 0 0 0 5 未 満

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0．0 1ｍｇ！1 以 下 0．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0．0 1ｍ女／ｌ以 下 0．0 0 3 0．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0 ．0 1 血ｇ／1 以 下 0．0 0 1 未 満 0．0 0 1 未 満 0 ．㈱ 1 未 満

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 ．0 ．0 5 ｍｇ／ｌ以 下 0．0 0 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満

9 シ ア ン化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン 0 ．0 1ｍ ｇ／1 以 下 0．0 0 1 未 満 0．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満

1 0 硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 1 0 ｍｇ／1以 下 2．0 0 0 ．2 6 0 ．7 3

1 1 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0 ．8ｍ ｇ／1 以 下 ．0 ．0 8 未 満 0 ．0 8 未 満 0 ．0 8 未 満

1 2 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 ． ∴＿・1 ．0ｍ ｇ／1＿一以 下 ここミ1こ一三、 三∴≡こ＿ここ仇0 3－ニ・：・Ｔ・三 ∴ 仇0 2－ナ未 満 0 ．0 2 未 満

1．3 四 塩 化 炭 素 斗 章 一こき▼－ヰ糾 賢よ．・・1こ… て＿ユニご．＿ ：こＦ．・．こ0．鵬 加 料 件 以 守 ㍉ ∴．．：0．0㈱ 2 ＿ここ未 満 ‘′ 0．0（泊2 ’未 満 0 ．0 0 0 2 未 満

1 4 1，4 －ジ オ キサ ン ∴ 0 ．0 5ｍ ｇ／1 以 下 0．0 0 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満

1 5 1，ト ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0 ．0 2 ｍｇ／1 以 下 0．0 0 2 未 満 0 ．0 0 2 未 満 0 ．0 0 2 未 満

1 6 シ ス ー1，2 一ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0．0 4 ｍｇ／1 以 下 0．0 0 4 未 満 0 ．㈱ 4 未 満 0 ．0 0 4 未 満

1 7 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0 ．0 2ｍ ｇ／1 以 下 0．0 0 2 未 満 0 ．㈲ 2 未 満 0 ．0 0 2 未 満

1 8 テ トラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0．0 1ｍｇ／1 以 下 0 ．的 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満 0 ．㈱ 1 未 満

1 9 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0．0 3 ｍｇ／1 以 下 0．㈱ 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満

2 0 ベ ン ゼ ン 0 ．0 1ｍｇ／ｌ以 下 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満 0 ．㈱ 1 未 満

2 1 タ ロ ロ酢 酸 0．0 2 1壷 ／1 以 下 0．0 0 2 未 満 0．㈱ 2 °未 満 0 ．0 0 2 未 満

2 2 ク ロ ロ ホ ル ム 0 ．0 6 料ｇ／1 以 下 0．0 0 4 0．㈱ 1 未 満 0 ．0 0 1

2 3 ジ グ ロ ロ 酢 酸 0．0 4 ｍｇ／1 以 下 0．㈱ 4 未 満 0 ．伽 4 未 満 0 ．㈲ 4 未 満

2 4 ジ プ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0．1ｍ ｇ／1 以 下 0．0 0 2 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満

2 5 臭 素 酸 0．0 1 ｍｇ／1 以 下 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1 未 満

2 6 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0．1ｍ ｇ／1 以 下 0 ．0 1 未 満 0 ．0 1 未 満 0 ．0 1 未 満

2 7 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0 ．2 ｍか ｌ以 下 0 ．0 2 未 満 0 ．0 2 未 満 0 ．0 2 未 満

2 8 プ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 仇由 Ｉｌｌｇ／1 以 下 0 ．0 0 3 0 ．0 0 1 未 満 0 ．0 0 1

2 9 プ ロ モ ホ ル ム 0 ．脚 ｌｉｌｇ／1 以 下 0 ．0 0 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満 0 ．伽 5 未 満

3 0 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0 ．0 8ｍ ｇ／ｌ以 下 1・0 ．個 8 未 満 0 ．㈲ 8 未 満 0 ．㈱ 8 未 満

3 1 亜 鉛 及 び そ の 化 合 掛 ・ 1 ．0 ｍｇ／1 以 下 こ．‾ ：：こ0 ．鵬 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満

3 2 ア ル ミ ニ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0 ．2 ｍ史／1 以 下 0 ．0 6 0 ．0 2 未 満 0 ．0 2

3 3 鉄 及 び そ の 化 合 物 0 ．3 料女／ｌ以 下 0 ．0 3 未 満 ・0 ．0 3 未 満 0 ．0 3 未 満

3 4 鋼 及 び そ の 化 合 物 1 ．ＯＩｉｌｇ／Ｉ以 下 0 ．0 1 0 ．0 1 未 満 0 ．0 1 未 満

3 5 ナ ト リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 2 0 0 ｍ ｇ／1以 下 1 7 銑7 1 3 ‾∴

3 6 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 0 ．0 5ｍ ｇ／1 以 下 0 ．0 0 5 未 満 0 ．0 0 5 未 満 0 ．㈱ 5 未 満

3 7 塩 化 物 イ オ ン 2 0 0ｍ ｇ／1以 下 8 ．7 4 ．4 6 ．2

3 8 カ ル シ ウム 、 マ グ ネ シ ウ ム等 （硬 度 ） 3 0 0ｍ ｇ／1以 下 3 6．2 1 2．6 ． 2 4 ．5

3 9 蒸 発 残 留 物 5 0 0 1ｍｇ／1以 下 1 1 8 9 8 1 0 5

4 0 陰 イ オ ン界 面 活 性 剤 0．2ｍ ｇ／1 以 下 0 ．0 2 未 満 0 ．0 2 未 満 0 ．0 2 未 満

4 1 ジ ェ オ ス ミ ン 0 ．0仙 0 1ｍ ｇ／ｌ以 下 0 ．0 0 0 0 0 1 未 満 0 ．0 的 0 0 1 未 満 0 ．㈱ 0 0 0 1 未 満

4 2 2 －メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル 0 ．0 0 0 0 1ｍ ｇ／1 以 下 0 ．0 0 0 0 0 1 未 満 0 ．0 0 0 0 0 1 未 満 0 ．0 0 0 0 0 1 未 満

4 3 非 イ オ ン界 面 活 性 剤 0．0 2 ｍ ｇ／1 以 下 0 ．0 0 5 未 満 0 ．㈱ 5 未 満 0 ．軸 5 未 満

4 4 フ ェ ノ ー ル 類 仇0 0 5ｍ ｇ／1 以 下 0 ．㈱ 0 5 未 満 0 ．0 0 0 5 未 満 0 ．0 0 0 5 未 満

4 5 有 機 物 （Ｔ Ｏ Ｃ ） 5ｍ ｇ／1以 下 0．5 未 満 0 ．5 未 満 0 ．5 未 満

4 6 ｐ Ｈ 値 5．8 以 上 8．6 以 下 7 ．4 6 ．6 7 ．1

4 7 昧 異 常 で な い こ と 異 常 な し 異 常 な し 異 常 な し

4 8 臭 気 異 常 で な い こ と ‾ 1異 常 な し 異 常 な し 異 常 な し

4 9 色 度 5 度 以 下 1 未 満 1 未 満 1未 満

5 0 濁 度 2 度 以 下 0 ．1 未 満 0．1 未 満 0 ．1 未 満

紀媚昏この広報紙は古紙配合率100％の再生紙および大豆油インキを使用しています。



ヽ▼一一
鶉♂

平成19年（2007年）4月1日　　　　　　　　　　瑚陽卿だより　　　　　　　　　　　　　　（2）

Ｑ
ｌ
．
水
道
水
は
安
全
で
す

か
？
そ
の
ま
ま
飲
ん
で
も

大
丈
夫
で
す
か
？

Ａ
ｌ
．
水
道
水
は
、
水
道
法

で
定
め
ら
れ
た
5
0
項
目
の

水
質
基
準
に
合
格
し
た
安

全
な
水
で
す
。
も
ち
ろ
ん

安
心
し
て
飲
用
し
て
く
だ

さ
い
。

Ｑ
2
．
浄
水
器
は
取
り
つ
け

た
ほ
う
が
い
い
で
す
か
？

水
道
水

0
＆
Ａ

Ａ
2
．
浄
水
器
に
は
、
適
切

な
使
用
の
も
と
で
は
水
道

水
に
含
ま
れ
る
消
毒
剤
を

除
去
す
る
な
ど
の
特
定
の

効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。

し
か
し
水
道
水
は
安
全
で

安
心
し
て
飲
用
で
き
る
水

で
す
か
ら
、
当
然
浄
水
器

が
な
く
て
も
問
題
あ
り
ま

せ
ん
。
、

Ｑ
3
．
最
近
、
城
陽
市
の
地

下
水
か
ら
水
銀
や
ヒ
素
が

基
準
値
以
上
で
検
出
さ
れ

た
と
聞
き
ま
す
が
7

Ａ
3
．
東
部
丘
陵
地
域
の
事

業
所
の
一
部
の
井
戸
水
か

ら
水
銀
、
ヒ
素
が
環
境
基

準
値
以
上
の
値
で
検
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
水
道
水
に
つ
い
て

は
、
今
ま
で
す
べ
て
の
項

目
の
水
質
基
準
を
満
た
し

て
い
ま
す
。
安
心
し
て
ご

使
用
く
だ
さ
い
。
上
下
水

道
部
で
は
水
道
原
水
の
監

視
も
さ
ら
に
強
化
し
、
安

全
な
水
道
水
の
供
給
に
努

め
ま
す
。

Ｑ
4
．
関
係
機
関
を
装
っ
て

「
無
料
で
水
質
検
査
を
し
ま

す
」
「
水
道
管
の
清
掃
を
し

ま
す
」
な
ど
と
い
っ
て
訪

問
し
、
「
こ
の
水
は
薬
品
を

入
れ
る
と
色
が
変
わ
る
の

で
健
康
に
よ
く
な
い
」
「
水

道
水
が
汚
れ
て
い
る
」
と

言
わ
れ
、
浄
水
器
や
活
水

器
を
勧
め
ら
れ
て
不
安
で

す
。

Ａ
4
．
こ
の
よ
う
な
商
法
を

「
点
検
商
法
」
と
い
い
ま
す
。

色
が
変
わ
る
の
は
、
水
道

水
に
含
ま
れ
る
消
毒
剤
に

反
応
し
て
い
る
だ
け
で
す

が
ら
、
安
心
し
て
ご
使
用

く
だ
さ
い
。
関
係
機
関
を

装
っ
て
業
者
が
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平成18年康水質管嘩目標設定項目検査
（平成18年9 月採草

結畢
：濁水ｉ嶺体、潜水4，検体）

．養．．し‾ノこせ◆Ｉ
ＪＩＩｌ

・－一書・ぎ・妄

‡4議董　　　 霊肺 蔓蔓蛋至葦－＿あ．、‾ｊ

煎餅摺 こ，糎、．＿：駁澗酎駕標腰蘭凛坦 朝 ．．＿－・き潤‡
、　　 選一．畳 ‾－＿一、、　 ‾号 ．琵揖 濾 悪 漕 ＿籍盤撼海淵暦湛

1 アンチモ ン及 びその化 合物 0．015ｍｇ／1以 下 0．000 2 未 満 0．00 02 未 満 0．00 02 未 満

2 ウラ ン及 びその化合物 0．00 2ｍｇ／1以 下 0．000 2 未 満 0．00 02 未 満 0．00 02 未満

3 ÷ ツケル及 びその化合物 0．0 1ｍｇ／ｌ以下 0．00 1 未 満 0．00 1 未 満 0．00 1 未 満

4 亜硝酸 態窒素 0．05ｍｇ／1 以下 0．00 5 未 満 0．00 5 未満 0．00 5 未満

！甘 1－，2 ⊥‾ジ グ Ｐ ロ亘ｊ弓亘 0．00 4血ｇ／1＿、．‘以 下 ＿ 0．00 04 未 満 0．00 04 未 満 0．00 04 未満

ｒ6、∴トラシよ一騎 ＿ジク＿ロロ阜車レ．シ 0カ4ｍｇ／1‾一以下 ∴ 0．004 未 満 0．00 4 未満 0．00 4 未満

‘7‘二∴1よ2ナ∴トリサ 臼口車 タン ・ 0二00 6ｍｇ／1－‾以下 ．ニ‾0．鵬 06 未 満 0．00 0 6 未満 0．00 06 未満

8 トルエ ン 0．211眼／1 以下 0．02 未満 0．02 未満 0．02 未満

9 7 ．タル酸ジ 、（2 －エチルへキシル） 0．1111ｇ／1 以下 0．00 6 未 満 0．00 6 未満 0．00 6 未満

10 亜塩素 酸 0．6ｍｇ／1 以下 － － －
11 塩素酸 0．6ｍｇ／ｌ以下 － － －

12 二酸化 塩素 0．6ｍｇ／1 以下 － － －
13 ジクロ ロアセ トニ トリル 0．04ｍ女／1 以下 0．00 4 未 満 0．00 4 未満 0．00 4 未満

14 砲水 タ ロラール 0．03ｍｇ／1 以下 ．－‾ち…… 0加 3 未 満「 0．00 3 末瀞 0．00 3 未満

15 農薬類 比の和 として1以下 0．01 未満 0．01 未満 0．01 未満

16 残留塩 素 1ｍｇ／1以 下＿－ 0．54 0．49 0．51

1 7 カルシウム・マグネシウム等 （硬度） 10ｍｇ／1以上1恥噌／血下、39．0‾ 12．8 2 7．8

18 マ ンガ ン及 びその化 合物 0．01ｍｇ／1 以下 0．00 1 未 満 0．00 1 未満 0．00 1 未満

19 遊離 炭酸 ．ノ 20Ｉｌ域！1以下 ．23．0 3．5 1 1．2

20 1，1，1－トリグロ口車ダン 0．3ｍｇ／1 以下 一一 0．00 1 未満 0．00 1 未満 0．㈱1 未満

21 メチルーｔ－プチルエ ーテル 0．02ｍｇ／1 以下 0．00 2 未満 0．帥2 未満 0．（氾2 未満

22 有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量） 3ｍｇ／1以 下 0．8 0．7 0．7

2 3 臭気 強度 （Ｔ ＯＮ） 3 以下 1未満 1未 満 1未満

24 蒸発 残留物 30ｍｇ／ｌ以上2㈱ｍｇ／1以下 122 9 9 1 1 1

2 5 濁 度 1度以下 0．1 未満 0．1 未満 0．1 未満

26 ｐ王1億 7．5 程 度 7．ナ 6．7 7．2

2 7 腐 食性 （ラ ンゲ リア指数） －1 程度 以上 －1．1 －2．2 －1．8

※10 亜塩素酸 、11 塩 素．酸 、12 羊酸化塩素 について 埠、原 因物 質が二酸化塩素 であ り、本市 では

二酸化塩素 を浄水処理 で使用 してい ないの で測定 してい ませ ん

公共下水道整備・普及状況図
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0　　0　　0　　0　　　0　　　00　　9　　8　　7　　　6　　　51

40

0　　0　　0　　　03　　　2　　1

95．4

用年度事業で下水進整備が膵膵完了
し審す。

昭和58年に始まった城陽市の下水道整備は、平成19年度の
事業をもって一部区域を除きほぼ完成します。

平成17年度末の公共下水道を利用することができる人口の
割合は約95％に達しています（京都府平均87％）。
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◆下水道に接続すると‥

台所やお風呂などから出る排水が
住居周辺の側溝や排水路に流れない
ので、嫌な臭いやハエやカなどの不
快虫の発生の原因が少なくなります。

下水遭マスコットキャラクター「スイスイ」

汚れた排水を下水道管に集めて、下水処理場できれいに
してから川に流すので、川や海の水をきれいに保つことが
できます。

200　◆しかし、　　　と
このような下水道の効果は、下水道に接続する必要のある

100　　すべての排水が接続されて初めて十分に発揮することができ
るものです。

8　　9　10　1112　13　14　15　16　17（年度）

ロコ　建投貴く累計）ロ　ー処理面積　　一心⊥書及率

→ゝ一処理人口　　一一0－－水洗化人口

建設費（累計）
処理面積
処理人　口
水洗化人口
普　及　率

公共下水道事業にかかる累計建設費
公共下水道が利用できる区域の面積
公共下水道が利用できる区域内の人口
公共下水道を利用している人口
城陽市の人口に占める処理人口の率

下水道に接続していただくために
下水道に接続する工事を行う際に資金が不足する場合、金

融機関に対し、市が融資のあっせんを行う制度があります。
また、融資あっせんにかかる利子を補給する制度もあります。

これらの制度を利用するには条件がありますので、詳細に
つきましては下水道課℡（52）2057へお問い合わせくださ
い。

偶磯な生活環塙を守りきれいな水を守る定め、下水壇が利
用できるようになれば、できるだけ早く下水道に持続してい
ただきますよう、みなさんのヱ理解とヱ協力をお願いします。

市が業者に依頼して、宅地内の給水設備や排水設備の点検・清掃を行うことはありません。悪質な点検商法などにご注意ください。


